
令和7年４月新入学の手続き
学校教育課　  66-1165

　１月中旬までに、就学通知書（就
学届）を配布しますので、指定され
た学校に提出してください。
対 　象　平成 30 年 4 月 2 日～ 31

年 4 月 1 日生まれの児童
そ の他　住民登録や住所変更の届け

出がないと、通知書を配布できま
せん。市民課で手続きをしてくだ
さい。１月下旬になっても就学届
が届かない方、転入・転出などで
就学先の小学校が変更になる方は、
学校教育課に連絡してください。
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女性の人権ホットライン
市民課　  66-1110

　暴力、セクハラ、ストーカー行為
といった女性をめぐるさまざまな人
権問題に関する相談に応じます。秘
密は固く守られます。1 人で悩まず、
気軽に相談してください。
と　き　11 月 13 日水～ 19 日火

 午前 8 時 30 分～午後 7 時（土日
は午前 10 時～午後 5 時）

相談専用電話　  0570-070-810
問 合先　名古屋法務局人権擁護部
（  052-952-8111 内線 1831）

俊成の里短歌大会
生涯学習課　  66-1167

短歌大会
と　き　 令和 7 年４月 29 日㊗　
　　　　午後 1 時～
ところ　市民会館中ホール
①一般の部
投稿料　1,800 円（郵便振替）
投 稿規程　１人 2 首：自由題 1 首、

題詠「橋」1 首（自作・未発表に
限る）

選 　者　栗木京子、島田修三、小塩
卓哉　ほか

②市内学生（小中高校生）の部
投稿料　無料
※ 市内在学の方は学校経由で応募用

紙を配布します。
【共通事項】
投 稿方法　① 1 月 20 日月② 1 月

15 日水までに、規定の用紙（市
民会館、市ホームページにありま
す）に投稿作品・郵便番号・住所・
氏名（ふりがな）・電話番号・年齢・
短歌大会への出欠（①のみ）を記
入し、郵送で生涯学習課（〒 443-
0034 港町 17 番 17 号）へ。

　★ホームページからも投稿可
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野焼きは違法です
環境清掃課　  57-4100

　ごみの屋外焼却（野焼き）の煙に
よって「窓が開けられない」「洗濯物
に臭いがつく」「のど・目が痛くなっ
た」「気分が悪くなった」など、苦情
が多く寄せられます。周辺へ迷惑を
かけたり生活環境へ悪影響を与える
焼却は認められていません。
ごみ処理は適切に
・ 少量のごみ…燃やすごみ収集日に

出しましょう。
・ 多量の草木…一色不燃物最終処分

場に持ち込みましょう。
※ 運搬用軽トラックの無料貸し出

し（要事前予約）を環境清掃課で
行っています。

野焼きは5年以下の懲役、
　　　　1,000万円以下の罰金 
　野焼きの原則禁止は「廃棄物の処
理及び清掃に関する法律」にうたわ
れています。悪質な野焼きは警察に
通報してください。
問 合先　蒲郡警察署生活安全課（  

68-0110）
野焼きから大火災に
　火災と間違いやすい煙・火炎を発
する行為はあらかじめ届け出が必要
ですが、野焼きを許可するものでは
ありません。野焼きはちょっとした
油断や不注意で周囲に燃え広がり、
大火災に至る危険があります。
問 合先　消防本部予防課（  68-
　0937）
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